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消費税導入当時と現在との税収／ＧＤＰ比の変化 

（注）国税・地方税の合計額の名目ＧＯＰ比、単位：％。１９８８年度は実績、２０２５年度は予算見込。個人所得

課税は「所得税∔個人住民税」、復興特別所得税は「その他の税」に分類している。「廃止された税」は、有価証

券取引税、特別地方消費税（料飲税）、自動車取得税など。 
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